
庄内地区における共助型交通の取り組み

令和５年６月２７日
庄内地区社会福祉協議会



1.本市の共助型交通導入に向けた取組の背景・経緯

2.庄内地区の地域性、現状

3.庄内地区社会福祉協議会による事業の内容

4.事業スケジュール

5.関係者との調整経緯

6.行政の支援
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人口減少、少子高齢化等を背景とした路線バスの撤退等
により、市内では公共交通空白地が顕在化している。これ
までは、こうした地域の交通手段として地域バスの導入を
行ってきたが、多くの地域で利用率の向上が課題となって
いることから、持続可能な地域交通の在り方の検討が必要
となっていた。
そうした中、他地域で取組が始まっていた「自家用車を
活用した共助型の交通」は、地域内のコミュニケーション
や繋がりの強化、地域の活性化により、本市が目指す共助
型社会の構築に寄与することが期待されると判断し、モデ
ル地区においてこの取組を支援・推進することとした。

１ 本市の共助型交通導入に向けた取り組みの背景と経緯

２



令和２年１１月 道路運送法改正
・運行管理や車両の整備管理について一般旅客自動車運送事業者
（バス・タクシー事業者）が協力する「事業者協力型自家用有償
旅客制度」が創設された

令和３年 ３月 「浜松版MaaS構想」を策定
“交通・生活課題”の解決や、“安全・安心”な暮らしの確保への取組
➢自家用車を使った乗り合いの促進
➢異なる交通手段の連携や一体的運用・運営

３月 株式会社博報堂と「持続可能な地域交通の確立に関する覚書」締結

４月 庄内地区を共助型交通のモデル地区に選定
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＜庄内地区の交通状況＞

庄
内
地
区

JR弁天島駅

H27.9月末退出

H26.3月末退出

H27.9月末退出

舘山寺町バス停

JR舞阪駅

【路線バス（遠鉄バス舘山寺線）】

○舘山寺町バス停までは１時間に２便程度

○舘山寺町バス停から南については
午前は１時間に１便、午後は２時間に１便

【タクシー】

○庄内地区内および近隣地域に営業所なし

○JR駅には待機タクシーがいることはあるが、
常駐ではない。
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＜浜松市西区庄内地区＞

庄
内
地
区

＜浜松市西区地図＞

庄内地区は、９つの町（深萩町、呉松町、
平松町、白洲町、舘山寺町、庄内町、協
和町、庄和町、村櫛町）からなり、舘山
寺地域は温泉を中心とした娯楽施設が多
く存在し、市内でも有数の観光地です。

市の中心街からは遠く、地区内には商業
施設が少ない。

交通については平成２６～２７年にかけ
路線バスが３路線撤退、タクシーの営業
所も撤退するなど、公共交通の脆弱性が
顕在化している。

2 庄内地区の地域性、現状
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令和３年 ５月 地域で自治会連合会を中心に事業主体となる団体の検討を開始

１１月 地域の有志による「共助型交通を考える有志会議」が発足

令和４年 ４月 庄内地区社会福祉協議会との調整

９月 庄内地区社会福祉協議会が「共助型交通」の事業主体となること
を意思決定

令和５年 ２月 庄内地区における「共助型交通」の事業内容を決定

５月 有志会議メンバーが、庄内地区社会福祉協議会へ加わり、
地区社協の中に交通部会を設置

５月～７月 庄内地区社会福祉協議会が庄内９町で説明会を実施

＜事業主体決定の経緯と取組＞
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 地域住民との意見交換会、ワークショップの実施
 シニアクラブへのヒアリング
 住民アンケートの実施
 庄内９町での住民説明会 など

高校への通学に自転車を使って
バス停や駅へ行く子が多いが、
距離が遠いため雨の日などは親
が送って行くなど、高校生の通
学には課題が多い。
(意見交換会：高校生を持つ親)

庄内地域は商工会青年部のような
組織が無く、地域全体の振興を考
える若い世代の集まりがない。世
帯数が多い町では個別に活動して
いる団体が多少あるが、町を超え
た繋がりがない状況。
(自治会連合会との調整時の意見)

会員減少などにより活動を休止す
るシニアクラブが増加している。
また、コロナ禍もあって集まりの
機会も減ってしまい、高齢者が外
出する頻度も減ってきていると思
う。
(村櫛シニアクラブへのヒアリング)

＜地域住民の声＞
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移動に困っている人と、地域のた
めに何かしたいと思っている人を
マッチングする事業

＜庄内地区社協が共助型交通で目指すもの＞

「誰かのために役立っている」「地域に
貢献している」という充足感、生きがい
づくり

高齢者の外出を促進することで、
健康寿命の延伸に寄与する

地域の若手が事業に協力することに
よる新たな地域振興活動への発展

高校生の通学課題解決で、
若い世帯の転出抑止、移住
促進

地域の活性化！
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項目

運行主体

自家用有償旅客運送の種別

旅客の範囲

運行の区域

運送の対価

住民ドライバーの条件等、就任予定者

運行管理

事故発生時の対応
９

３ 庄内地区社会福祉協議会による事業の内容



運行主体（事業実施団体）

団体名 庄内地区社会福祉協議会

代表者 会長 安間 清弘

所在地 浜松市西区庄内町１４番地の５
（庄内協働センター内）

役員数 ４３名
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自家用有償旅客運送の種別

種別 交通空白地有償運送
（事業者協力型）

運送しようとする旅客の範囲

旅客の範囲 会員登録者 （登録費および年会費無し）

※共助型交通への会員登録をしていない観光客などは利用する
ことはできない。
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庄
内
地
区

すじかい橋
バス停

山崎バス停

JR弁天島駅

JR舞阪駅

運送の区域

庄内地区内および近隣交通結節点４か所
（すじかい橋バス停、山崎バス停、ＪＲ弁天島駅、ＪＲ舞阪駅）

＜区域決定で考慮した点＞

交通結節点と繋ぐことにより、既存
交通の利用も促進されることを期待
している。（相乗効果）

また、ＪＲ駅には待機タクシーがい
る可能性があることから、共助型交
通は往路のみとし、帰りは利用でき
ないこととした。
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運送の対価

乗車場所は利用者の自宅付近となり、地域内に多数の乗車場所が設定される
ため、地域をある程度のブロックに分け、各ブロックの中心付近間および近
隣交通結節点間のおおよその経路距離で対価を設定する。
トラブルを避けるため、支払い方法は現金ではなくチケット制とする。

すじかい橋バス停

山崎バス停

ＪＲ舞阪駅ＪＲ弁天島駅

13参考：タクシー料金 ～1.2km 600円 以降311ｍごとに90円加算



A-C 2.4Km

C-D 2.4Km

A

F

C
D

E

B

H G

C-E 2.6Km

E-G 3.8Km

D-F 2.5Km

F-H 2.6Km

ブロック間の経路距離の考え方

AからC 2.4Km→300円
AからD 4.8Km→400円
AからF 7.3Km→800円
AからH 9.9Km→1,000円

CからF ○4.9ｋｍ→400円
× 5.3Km→600円

E-F 2.7Km

ブロック内の起点となる場所を決定し、
主要な道路を通過して到達する起点間
の最短距離とする。
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住民ドライバーの条件等

要件項目 内 容
年齢 上限７５歳

技術、適性 ゴールド免許、またはブルー免許＋無事故証明

その他

個人で任意自動車保険へ加入している
※保険内容が規約を満たしているかは、運行主体で確認を行う

スマートフォンを保有し、簡易な操作が出来る

ささえ合いの気持ち（謝礼は200～600円）

※交通空白地有償運送運転者講習の受講に係る費用は実施主体が負担

ドライバー規約を承認いただいた方と自家用車の使用承諾書を交わす。
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住民ドライバー（運転者）就任予定者（6/27現在13人）

性別
年齢
（歳）

運転免許の種類

区分 種類

Aさん 男性 72 第一種 普通免許

Bさん 男性 70 第一種 普通免許

Cさん 男性 70 第一種 普通免許

Dさん 男性 68 第一種 普通免許

Eさん 男性 52 第一種 普通免許

Fさん 男性 50 第一種 普通免許

Gさん 男性 49 第一種 普通免許

Hさん 男性 49 第一種 普通免許

Iさん 男性 49 第一種 普通免許

Jさん 男性 45 第一種 普通免許
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性別
年齢
（歳）

運転免許の種類

区分 種類

Kさん 男性 45 第一種 普通免許

Lさん 男性 40 第一種 普通免許

Mさん 男性 39 第一種 普通免許

交通空白地有償運送運転者講習については
国への申請前に受講予定



運行管理 ※調整中

団体名 光タクシー株式会社

所在地 浜松市中区鴨江3丁目56番5号

＜実施業務＞

 アプリを使えない会員からの電話による予約への対応
 運行前および運行後の点呼（テレビ会議システムによる遠隔実施）
 運行当日のキャンセルや事故発生時などの連絡調整
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【対面での点呼が困難である理由】
庄内地区に居住する住民ドライバーが、運行のたびに中区鴨江町にいる運行管理者のもとへ行き、
対面で点呼を実施した後に庄内地区へ戻り、利用者を乗せて目的地へ運送するというオペレーション
は、住民ドライバーの負担が著しく高くなってしまう。



電話予約と運行点呼

利用するには事前予約が必要です。スマートフォンを使用出来る方は、アプリ上で予約することが出来ます。
スマートフォンをお持ちでない方や、アプリを使用出来ない方は電話での予約を受け付けます。

＜電話予約のイメージ＞

○月○日10時
に舞阪駅へ行き
たいのですが

確認します、
お待ちください。

システム
で確認

予約できません
でした、ご希望
に近い便があり
ません。

予約できました、
9:30にご自宅の
前へドライバー
が向かいます。

＜運行点呼のイメージ＞

送信

体調確認

飲酒点検の数値を確認
しました。本日の体調
は良好でしょうか。

ドライバー用
運行スマホアプリ

管理者用
Web管理
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事故発生時の対応

＜損害賠償＞
事故発生時の利用者への補償は、ドライバーが個人で加入している任意
保険により優先して対応。ドライバーが付帯した任意保険ではカバーし
きれない範囲については、事業主体が付帯する保険により補償する。

＜事故処理連絡体制＞

ドライバー
運行管理
責任者
※調整中

事業主体
代表者

市所管課
担当者

浜松西警察署
地域公共交通
会議会長

静岡運輸支局
担当者

事業主体、運行管理者、市担当課が
密に連携してドライバー、利用者へ
対応
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５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月～

住民説明会

事業準備
（資機材調達ほか）

地域公共交通会議

国への申請

お試し運行（無料）

本運行（有料）

最短で９月からの運行（お試し期間）の目指している

４ 事業スケジュール
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５ 関係者の調整経緯

浜松市地域公共交通活性化研究会浜松市地域公共交通活性化研究会浜松市地域公共交通活性化研究会

浜松市地域公共交通会議の下部組織と位置付けられている本研究会を２回開催
いただき、委員のみなさまに事業内容のご確認をいただいた。

令和４年10月 第１回 浜松市地域活性化研究会
12月 第２回 浜松市地域活性化研究会

静岡運輸支局静岡運輸支局静岡運輸支局

令和３年12月 取組説明
令和５年 3月 取組説明

4月 指摘事項への対応説明
5月 地域公共交通会議および国への申請についての調整
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交通事業者交通事業者交通事業者

＜浜松市タクシー協会＞

令和３年 ４月 協会会長への説明（以後、随時実施）

令和４年 １月 取組説明

10月 協会６社との個別調整

11月 取組説明 → 庄内地区外の運送先承認

＜バス事業者（遠州鉄道㈱）＞

令和３年 ５月 取組説明

７月 取組説明

令和５年 ４月 取組説明
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６ 行政の支援

持続可能な地域交通を目指し、事業主体による自立した運営が可能
となるよう以下の支援を行うと共に、令和３年３月に締結した「持
続可能な地域交通に関する覚書」に基づく博報堂㈱の協力を得なが
ら、助走期間においては伴走型で支援を行っていく。

 事業に必要となるマッチングシステムは行政が調達し、事業主体
が使用できるようにしていく

 事業収支に欠損額が生じた場合、運行開始から２年間は行政が補
助金で欠損額の全額を支援する（但し、予算の範囲内）
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